
平成 26 年 6 月 16 日 

1 

 本文書に係る著作権は中村慈美税理士事務所に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。 

 

 平成 26 年度税制改正の解説 

 個人事業者の事業再生を促進するための税制措置 

 平成 26 年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律」が国会において可決・

成立し、別段の定めがあるものを除き、同法とそれに関連する政省令等が平成 26 年 4 月 1

日より施行されています。 

 平成 26 年度税制改正では、個人事業者の事業再生を促進するための税制措置として、「債

務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例」と「免責許可の決定等

により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入制度」が創設されています。 

 

1 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例（創設） 

(1) 新制度の内容 

 青色申告書を提出する個人が、その有する債務につき、債務処理に関する計画で

一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき作成されている

ことその他の一定の要件(注)を満たすもの（債務処理計画といいます。）に基づき

免除を受けた場合において、その準則に定められた方法により減価償却資産及び繰

延資産等の評定を行っているときは、これらの資産の評価損の額に相当する金額は、

その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所

得の金額の計算上、必要経費に算入することとされています。ただし、その必要経

費に算入する金額は、上記の規定を適用しないで計算したその年分の不動産所得の

金額、事業所得の金額又は山林所得の金額が限度とされています（新措法 28 の 2 の

2、新措令 18 の 6）。 

(注) 法人税法施行令第 24 条の 2 第 1 項第 1 号から第 3 号まで及び第 4 号又は第 5 号に掲げる要

件をいいます（新措令 18 の 6①）。 

 

(2) 適用時期 

 上記の改正は、個人が平成 26 年 4 月 1日以後に債務処理計画に基づき債務の免除

を受ける場合に適用されます（改正法附則 58、改正措令附則 2）。 
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2 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入（創

設） 

(1) 新制度の内容 

 居住者が、その有する債務につき、破産法第 252 条第 1 項の規定による免責許可

の決定、再生計画認可の決定その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困

難であると認められる事由により免除を受けた場合には、その免除により受ける経

済的な利益の額については、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこ

ととされています（新所法 44 の 2①）。ただし、その経済的な利益の額のうち、次

に掲げる金額に相当する部分については、上記の規定は適用されません（新所法 44

の 2②）。 

① その免除を受けた年において、その経済的な利益の額がないものとしてその債

務を生じた業務に係る各種所得の金額を計算した場合にその各種所得の金額の計

算上生じる損失の金額 

② その免除を受けた年において、その経済的な利益の額をその債務を生じた業務

に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入して計算した場合に、その生じ

る各種所得の金額から純損失の繰越控除により控除すべきこととなる金額 

 上記の規定は、確定申告書に同規定の適用を受ける旨、同規定により総収入金額

に算入されない金額その他一定の事項の記載がある場合に限り、適用されます（新

所法 44 の 2③、新所規 21 の 2）。 

(注) 新制度の創設により、所得税基本通達 36-17（債務免除益の特例）は廃止されるものと考え

られます。 

 

(2) 適用時期 

 上記の改正は、平成 26 年分以後の所得税について適用されます（改正法附則 2）。 
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